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工事現場の事故防止及び事故報告について

日ごろは、徳島県の営繕行政の推進に御協力を頂き厚くお礼申し上げます。

さて、県発注工事で事故が増加しておりますので、現場初回打合せ時に配布しており

ます、事故防止対策チラシ等の再確認をしていただき事故防止に努めてください。

なお、現場で事故等が発生した場合には、受注者で事故かどうか判断することなく、

また、「土・日・祝日」、「事故の大小」に関わらず工事関係者連絡先一覧に記載されて

いる担当者へ次の内容を必ず３０分以内に報告してください。

【報告内容】

１．事故発生時間

２．事故内容

３．被害状況

４．警察、労基への報告の有無

【事故とは】

「労働災害」、「もらい事故」、「死傷公衆災害」、「物損公衆災害」をいう。

【参考】

報告が遅れた事例

土曜日の作業にて、施設の窓ガラスを破損させたが受注者判断で当日に県担当者へ

の連絡を行わず週明けに連絡を行った。


